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１０５ 利用料金の額を承認した件 同



【企業局告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 利用料金の額を承認した件

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則

の一部を改正する規則

※ 学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則

※ 警察職員の給料等の支給に関する規則等の

一部を改正する規則

※ 給料の特別調整額に関する規則の一部を改

正する規則

※ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正

する規則

※ 管理職手当に関する規則の一部を改正する

規則

※ 職員の退職管理に関する規則の一部を改正

する規則

【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

２ 徳島海区のうち南部海域における宝石さん

ごの採捕について指示する件

【内水面漁場管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

２ 徳島県内水面漁場管理委員会指示第１号に

基づく水域の範囲を定める件

３ 令和５年度の目標増殖量を定めた件

【内水面漁場管理委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

１ こいの取扱いについて指示する件



徳
島
県
告
示
第
九
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
立
東
部
防
災
館

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
・
シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
四
国
共
同
事
業
体

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
七
一
番
地
の
四

二
階

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
九
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

ル
ー
ト
イ
ン
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

住

所

東
京
都
品
川
区
大
井
一

三
五

三

代
表
者

代
表
取
締
役

永
山
泰
樹

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

ホ
テ
ル
ル
ー
ト
イ
ン
徳
島
空
港

所
在
地

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
宮
前
四
番
越
一
二
番
一
ほ
か

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三

ロ
に
規
定
す
る
洗
濯
施
設
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
入
浴
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
か
ら

令
和
五
年
四
月
十
四
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
松
茂
町
産
業
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
九
十
五
号

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八

号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り

承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ト
等

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

青

少

年

青
少
年
以
外
の
者

午
前

三
、
九
二
〇
円

七
、
八
五
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ト

午
後

五
、
二
三
〇
円

一
〇
、
四
七
〇
円

夜
間

四
、
七
一
〇
円

九
、
四
二
〇
円

午
前

三
、
六
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

大
会
議
室

午
後

四
、
八
〇
〇
円

九
、
六
〇
〇
円

夜
間

四
、
三
二
〇
円

八
、
六
四
〇
円

午
前

一
、
二
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

小
会
議
室

午
後

一
、
六
〇
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

夜
間

一
、
四
四
〇
円

二
、
八
八
〇
円

午
前

四
七
〇
円

九
四
〇
円

講
師
控
室

午
後

六
二
〇
円

一
、
二
五
〇
円

夜
間

五
六
〇
円

一
、
一
三
〇
円

午
前

二
、
一
四
〇
円

四
、
二
九
〇
円

音
楽
室
・
ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ

午
後

二
、
八
六
〇
円

五
、
七
二
〇
円

夜
間

二
、
五
七
〇
円

五
、
一
五
〇
円

午
前

一
、
七
八
〇
円

三
、
五
六
〇
円

和
室

午
後

二
、
三
五
〇
円

四
、
七
一
〇
円

夜
間

二
、
〇
九
〇
円

四
、
一
九
〇
円

一
時
間
（
一
時



間
未
満
の
端
数

デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ジ
オ

は
、
一
時
間
と

五
五
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

し
て
計
算
す
る

。
）
に
つ
き

備
考１

こ
の
表
及
び
次
項
に
お
い
て
、
「
午
前
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
時
間
を
い
い
、
「

午
後
」
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
時
間
を
い
い
、
「
夜
間
」
と
は
午
後
六
時
か
ら
午

後
九
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

２

午
前
か
ら
午
後
ま
で
、
午
後
か
ら
夜
間
ま
で
又
は
午
前
か
ら
夜
間
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た

額
と
す
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）
と
す
る
。

一

大
会
議
室
の
床
面
積
の
三
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

三
分
の
一

二

大
会
議
室
の
床
面
積
の
三
分
の
二
を
利
用
す
る
場
合

三
分
の
二

三

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合

百
分
の

二
百
五
十

４

利
用
の
許
可
に
係
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利
用
し
た
場
合
の
当
該
超
え
た
時
間
に
係
る
利
用
料

金
の
額
は
、
当
該
利
用
時
間
に
係
る
利
用
料
金
の
一
時
間
当
た
り
の
額
に
十
分
の
十
二
を
乗
じ
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）

に
そ
の
超
え
る
時
間
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
え
た
時
間
に

一
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
は
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

５

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
時
間
以
外
の
時
間
に
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の

額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

そ
の
二

個
室
音
楽
室

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

青

少

年

青
少
年
以
外
の
者

一
室
一
人
一
時
間
（
一
時
間
未

個
室
音
楽
室

満
の
端
数
は
、
一
時
間
と
し
て

一
五
〇
円

三
一
〇
円

計
算
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
き

そ
の
三

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ジ
ム

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

青

少

年

青
少
年
以
外
の
者



フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ジ
ム

一
人
一
回
に
つ
き

二
〇
〇
円

四
一
〇
円

二

設
備
及
び
用
具
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

設
備

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

青

少

年

青
少
年
以
外
の
者

調
理
台

一
台
一
人
一
時
間
に
つ
き

二
〇
〇
円

四
一
〇
円

卓
球
台

一
台
一
人
一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

二
〇
〇
円

ロ
ッ
カ
ー

一
個
一
回
に
つ
き

三
〇
円

そ
の
二

用
具

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

青

少

年

青
少
年
以
外
の
者

ピ
ア
ノ

一
台
一
回
に
つ
き

八
三
〇
円

一
、
六
七
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台
一
回
に
つ
き

八
三
〇
円

一
、
六
七
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン

一
台
一
回
に
つ
き

四
七
〇
円

九
四
〇
円

デ
ジ
タ
ル
ス
タ

ジ
オ
以
外
の
施

一
式
一
回
に
つ
き

八
三
〇
円

一
、
六
七
〇
円

設
に
お
い
て
利

マ
イ
ク

用
す
る
場
合

デ
ジ
タ
ル
ス
タ

ジ
オ
に
お
い
て

一
式
一
時
間
に
つ
き

二
七
〇
円

五
五
〇
円

利
用
す
る
場
合

デ
ジ
タ
ル
ス
タ

ジ
オ
以
外
の
施

一
台
一
回
に
つ
き

七
五
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

設
に
お
い
て
利

大
型
デ
ィ

用
す
る
場
合

ス
プ
レ
イ

デ
ジ
タ
ル
ス
タ

ジ
オ
に
お
い
て

一
台
一
時
間
に
つ
き

二
五
〇
円

五
〇
〇
円

利
用
す
る
場
合

デ
ジ
タ
ル
ス
タ

ジ
オ
以
外
の
施

一
台
一
回
に
つ
き

四
七
〇
円

九
四
〇
円

設
に
お
い
て
利

デ
ィ
ス
プ

用
す
る
場
合

レ
イ

デ
ジ
タ
ル
ス
タ



ジ
オ
に
お
い
て

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

三
一
〇
円

利
用
す
る
場
合

ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー

一
台
一
回
に
つ
き

四
七
〇
円

九
四
〇
円

ヤ
ー

ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台
一
回
に
つ
き

四
七
〇
円

九
四
〇
円

ポ
ー
タ
ブ
ル
ス
ピ
ー
カ
ー

一
台
一
回
に
つ
き

一
五
〇
円

三
一
〇
円

フ
ッ
ト
サ
ル
用
ゴ
ー
ル

一
組
一
回
に
つ
き

七
六
〇
円

一
、
五
二
〇
円

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
用
ゴ
ー
ル

一
組
一
回
に
つ
き

七
六
〇
円

一
、
五
二
〇
円

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

三
一
〇
円

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

二
〇
〇
円

映
像
配
信
装
置

一
式
一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円

三
一
〇
円

ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト

一
式
一
時
間
に
つ
き

五
〇
円

一
〇
〇
円

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

一
台
一
回
に
つ
き

一
五
〇
円

三
〇
〇
円

ク
リ
ッ
プ
ス
タ
ン
ド

一
台
一
回
に
つ
き

一
〇
〇
円

二
〇
〇
円

姿
見

一
台
一
回
に
つ
き

一
五
〇
円

三
〇
〇
円

電
気
ポ
ッ
ト

一
台
一
回
に
つ
き

一
五
〇
円

三
〇
〇
円

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
用

一
台
一
回
等
に
つ
き

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

具備
考１

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
「
一
回
」
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
又
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
を
い
う
。

２

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
そ
の
一
の
表
及
び
そ
の
二
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
表
の
区
分
に
応
じ

た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
二
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額
）
と
す
る
。

三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
九
十
六
号

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
三

十
二
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
の
額
を
次

の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
の
利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

午

前

午

後

夜

間

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
後
六
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
九
時
ま
で

一
〇
一
会
議
室

一
、
六
七
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

二
、
〇
七
〇
円

一
〇
二
会
議
室
（
和
室
）

一
、
五
六
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
六
九
〇
円

二
〇
一
会
議
室

九
三
〇
円

一
、
四
五
〇
円

一
、
二
一
〇
円

二
〇
二
会
議
室

九
三
〇
円

一
、
三
五
〇
円

一
、
一
二
〇
円

二
〇
三
会
議
室

一
、
四
五
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
七
八
〇
円

二
〇
四
会
議
室
（
和
室
）

一
、
三
五
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

二
〇
五
会
議
室
（
和
室
）

一
、
三
五
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

三
〇
一
会
議
室

一
、
九
八
〇
円

二
、
八
二
〇
円

二
、
四
三
〇
円

四
〇
一
会
議
室

五
、
〇
二
〇
円

六
、
七
〇
〇
円

五
、
四
六
〇
円

四
〇
二
会
議
室

一
、
四
五
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
七
八
〇
円

五
〇
一
会
議
室
（
和
室
）

一
、
七
七
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

一
、
八
七
〇
円

視
聴
覚
室

三
、
一
三
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

三
、
五
七
〇
円

ホ
ー
ル

一
四
、
七
六
〇
円

一
九
、
六
八
〇
円

一
六
、
二
〇
〇
円

備
考１

午
前
か
ら
午
後
ま
で
、
午
後
か
ら
夜
間
ま
で
又
は
午
前
か
ら
夜
間
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た

額
と
す
る
。

２

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額



利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

午

前

午

後

夜

間

午
前
九
時

午
後
一
時

午
後
六
時

か
ら
正
午

か
ら
午
後

か
ら
午
後

ま
で

五
時
ま
で

九
時
ま
で

マ
イ
ク

一
本

五
一
〇
円

五
一
〇
円

二
五
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
本

一
、
三
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

六
七
〇
円

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ

一
台

七
七
〇
円

七
七
〇
円

三
八
〇
円

ー
タ

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

一
台

一
、
一
六
〇
円

一
、
一
六
〇
円

五
八
〇
円

ーウ
ェ
ブ
カ
メ
ラ

一
台

一
四
〇
円

一
四
〇
円

七
〇
円

備
考

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五

百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
九
十
七
号

徳
島
県
立
障
が
い
者
交
流
プ
ラ
ザ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
七

十
四
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
が
い
者
交
流
セ
ン
タ
ー
及
び
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

利

用

料

金

の

額

区

分

午

前

午

後

夜

間

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
後
六
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
九
時
ま
で

研
修
室

九
、
三
二
○
円

一
二
、
三
六
○
円

五
、
六
○
○
円

会
議
室

一
、
六
七
○
円

二
、
二
〇
○
円

九
九
○
円

調
理
実
習
室

一
、
九
九
○
円

二
、
六
一
○
円

一
、
一
五
○
円

交
流
セ
ン
タ
ー

プ
レ
イ
ル
ー
ム

七
三
○
円

九
四
○
円

四
一
○
円

ア
ー
ト
ワ
ー
ク
ル

二
、
九
三
○
円

三
、
八
七
○
円

一
、
七
二
○
円

ー
ム

Ｏ
Ａ
研
修
室

五
、
二
三
○
円

六
、
九
一
○
円

三
、
○
九
○
円

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

体
育
館

六
、
五
二
○
円

八
、
一
六
○
円

七
、
八
六
○
円

そ
の
二

区

分

基
本
料
金

超
過
料
金

交
流
セ
ン
タ
ー

盲
人
卓
球
室

五
二
○
円

二
六
○
円

小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ

三
一
○
円

一
五
○
円

に
準
ず
る
者

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

温
水
プ
ー
ル

中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ

五
二
○
円

二
五
○
円



に
準
ず
る
者

そ
の
他
の
者
（
学
齢
に
達

六
二
○
円

三
○
○
円

し
な
い
者
を
除
く
。
）

そ
の
三

区

分

利
用
料
金
の
額

中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ

一
回
当
た
り

四
一
○
円

に
準
ず
る
者

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

そ
の
他
の
者
（
小
学
校
の

児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

一
回
当
た
り

五
二
○
円

者
並
び
に
学
齢
に
達
し
な

い
者
を
除
く
。
）

そ
の
四

区

分

利
用
料
金
の
額

小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ

三
、
一
○
○
円

に
準
ず
る
者

温
水
プ
ー
ル
回
数
券

中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ

五
、
二
○
○
円

（
利
用
十
一
回
分
）

に
準
ず
る
者

そ
の
他
の
者
（
学
齢
に
達

六
、
二
○
○
円

し
な
い
者
を
除
く
。
）

中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ

四
、
一
○
○
円

に
準
ず
る
者

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
回

数
券
（
利
用
十
一
回

そ
の
他
の
者
（
小
学
校
の

分
）

児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

五
、
二
○
○
円

者
並
び
に
学
齢
に
達
し
な

い
者
を
除
く
。
）

中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ

七
四
○
円

に
準
ず
る
者



温
水
プ
ー
ル
及
び
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
室
共
通

そ
の
他
の
者
（
小
学
校
の

利
用
券

児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

九
〇
○
円

者
並
び
に
学
齢
に
達
し
な

い
者
を
除
く
。
）

備
考１

午
前
か
ら
午
後
ま
で
、
午
後
か
ら
夜
間
ま
で
又
は
午
前
か
ら
夜
間
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た

額
と
す
る
。

２

研
修
室
及
び
体
育
館
の
床
面
積
の
二
分
の
一
以
下
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ

の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
「
基
本
料
金
」
と
は
入
場
し
た
時
か
ら
二
時
間
ま
で
の
利
用
に
つ
い
て

の
利
用
料
金
の
額
を
い
い
、
「
超
過
料
金
」
と
は
当
該
二
時
間
を
超
え
る
時
間
に
係
る
利
用
に
つ

い
て
の
一
時
間
ご
と
の
利
用
料
金
の
額
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
え
た
時
間
に
一

時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
は
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

４

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
、
入
場
及
び
退
場
を
と
も
に
す
る
二
十
人
以
上
の
集
団
で
あ
っ
て
引
率

者
の
あ
る
も
の
が
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
に
盲
人
卓
球
室
を
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
、
前
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分

に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又
は
前
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の

額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

６

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
、
温
水
プ
ー
ル
を
専
用
し
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
同

表
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
一
コ
ー
ス
一
時
間
（
一
時
間
未
満
の
端

数
は
、
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
つ
き
千
二
十
円
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
コ
ー
ス
を
二
人
以
上
の
者
が
専
用
し
て
利
用
す
る
と
き
の
当
該
加
算
に
係
る

額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
一
人
と
み
な
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

７

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額

又
は
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

区

分

単

位

利
用
料
金
の
額

（
一
回
に
つ
き
）

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台

五
、
○
二
○
円



移
動
式
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台

三
、
五
六
○
円

ビ
デ
オ
再
生
装
置

一
式

二
、
○
九
○
円

デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
式

一
、
六
七
○
円

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
式

八
三
○
円

マ
イ
ク

一
本

七
三
○
円

交
流
セ
ン
タ
ー

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
本

一
、
二
五
○
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
（
タ
イ
ピ
ン
型
）

一
本

一
、
二
五
○
円

演
台

一
台

七
三
○
円

司
会
者
台

一
台

三
一
○
円

花
台

一
台

三
一
○
円

展
示
用
パ
ネ
ル

一
枚

一
○
○
円

ミ
ニ
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
式

八
三
○
円

コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
式

八
三
○
円

マ
イ
ク

一
本

七
三
○
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
本

一
、
二
五
○
円

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
（
タ
イ
ピ
ン
型
）

一
本

一
、
二
五
○
円

演
台

一
台

七
三
○
円

司
会
者
台

一
台

三
一
○
円

花
台

一
台

三
一
○
円

そ
の
二



区

分

単

位

利
用
料
金
の
額

（
一
時
間
に
つ
き
）

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
（
ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト
型

一
本

四
一
○
円

）

備
考１

そ
の
一
の
表
に
お
い
て
「
一
回
」
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
又
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
を
い
う
。

２

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五

百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
に
交
流
セ
ン
タ
ー
の
用
具
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
九
十
八
号

徳
島
県
立
大
鳴
門
橋
架
橋
記
念
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
条
例
第

四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
大
鳴
門
橋
架
橋
記
念
館
の
利
用

料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

架
橋
記
念
館
利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

個

人

団
体
（
二
十
人
以
上
を
い
う
。
）

児
童

一
人
一
回

二
六
〇
円

二
〇
〇
円

生
徒

一
人
一
回

四
一
〇
円

三
三
〇
円

一
般

一
人
一
回

六
二
〇
円

四
九
〇
円

備
考

「
児
童
」
と
は
小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
、
「
生
徒
」
と
は
中
学
校
及
び
高
等

学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
、
「
一
般
」
と
は
児
童
及
び
生
徒
以
外
の
者
（
学
齢

に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二

疑
似
体
験
装
置
利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

児
童

一
人
一
回

一
〇
〇
円

生
徒

一
人
一
回

一
〇
〇
円

一
般

一
人
一
回

二
〇
〇
円

備
考

「
児
童
」
と
は
小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
、
「
生
徒
」
と
は
中
学
校
及
び
高
等

学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
、
「
一
般
」
と
は
児
童
及
び
生
徒
以
外
の
者
（
学
齢

に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
九
十
九
号

徳
島
県
立
美
馬
野
外
交
流
の
郷
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
美
馬
野
外
交
流
の
郷
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承

認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
等
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
、
広
場
サ
イ
ト
及
び
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
テ
ー
ブ
ル

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

コ
テ
ー
ジ

一
棟

一
日

一
二
、
五
六
〇
円
に
、
利
用
者
（

学
齢
に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
表
及
び
備
考
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
一
人
に
つ
き
八
三

〇
円
（
小
学
校
の
児
童
及
び
中
学

校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
（
以
下
こ
の
表
及
び
備
考
第

四
項
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
一
〇
円

）
を
加
算
し
た
額

区
画
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

三
、
六
五
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

六
、
二
八
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

広
場
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

一
、
〇
三
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

バ
ー
ベ
キ
ュ

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト

一
台

四
時
間

七
八
〇
円
に
、
利
用
者
一
人
に
つ

ー
テ
ー
ブ
ル

、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ

き
四
一
〇
円
（
児
童
等
に
あ
っ
て



イ
ト
及
び
広
場
サ
イ
ト
を

は
、
二
〇
〇
円
）
を
加
算
し
た
額

利
用
し
な
い
場
合

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト

一
台

四
時
間

七
八
〇
円

、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ

イ
ト
又
は
広
場
サ
イ
ト
を

利
用
す
る
場
合

備
考１

「
一
日
」
と
は
、
正
午
か
ら
翌
日
の
正
午
ま
で
を
い
う
。

２

利
用
期
間
又
は
利
用
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
期
間
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
表

に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
期
間
等
及
び
利
用
期
間
等
に
同
表
に
定

め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
期
間
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に

定
め
る
単
位
の
利
用
期
間
等
と
し
て
計
算
す
る
。

３

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
一
区
画
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
キ
ャ
ン

ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
か
ら
三
千
百
三
十
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

４

広
場
サ
イ
ト
を
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に
限
り
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
広
場
サ

イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
区
画
に
つ
き
、
五
百
十
円
に
、

利
用
者
一
人
に
つ
き
四
百
十
円
（
児
童
等
に
あ
っ
て
は
、
二
百
円
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

そ
の
二

交
流
体
験
室
、
会
議
室
及
び
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

交
流
体
験
室

一
時
間

一
、
〇
三
〇
円

会
議
室

一
時
間

五
一
〇
円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

一
時
間

五
一
〇
円

備
考１

利
用
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
時
間
及
び
利
用
時
間
に
一
時
間

に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
と
し
て
計
算

す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
交
流
体
験
室
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
同
表
に
定
め
る
交
流
体
験
室
の
利
用
料
金
の
額
に
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額

）
と
す
る
。

一

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
四
分
の
三
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
七
十
五

二

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
五
十



三

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
四
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
二
十
五

３

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た

額
）
と
す
る
。

４

合
宿
の
た
め
コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
又
は
広
場
サ
イ
ト
と
と

も
に
会
議
室
又
は
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
午
後
九
時
か
ら
翌
日
の
午

前
九
時
ま
で
の
間
の
利
用
に
係
る
会
議
室
及
び
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表

及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
千
三
十
円
と
す
る
。

そ
の
三

浴
室

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

浴
室

小
学
校
の
児
童
及
び
中
学

一
人

一
回

一
五
〇
円

校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者

そ
の
他
の
者
（
学
齢
に
達

一
人

一
回

三
一
〇
円

し
な
い
者
を
除
く
。
）

そ
の
四

洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機
及
び
温
水
シ
ャ
ワ
ー

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

洗
濯
機

一
台

一
回

二
〇
〇
円

衣
類
乾
燥
機

一
台

一
回

一
〇
〇
円

温
水
シ
ャ
ワ
ー

一
基

五
分

一
〇
〇
円

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

テ
ン
ト

一
張
り

一
日

一
、
五
六
〇
円

タ
ー
プ

一
張
り

一
日

五
一
〇
円

キ
ャ
ン
プ
テ
ー
ブ
ル

一
台

一
日

五
一
〇
円



キ
ャ
ン
プ
チ
ェ
ア

一
脚

一
日

二
〇
〇
円

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ン
ロ

一
台

一
日

四
一
〇
円

ガ
ス
式
コ
ン
ロ

一
台

一
日

四
一
〇
円

キ
ャ
ン
プ
ラ
イ
ト

一
個

一
日

一
〇
〇
円

炊
事
用
具

一
組

一
日

六
二
〇
円

毛
布

一
枚

一
日

二
〇
〇
円

電
気
延
長
コ
ー
ド

一
個

一
日

一
〇
〇
円

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

一
台

一
日

七
二
〇
円

交
流
体
験
室
の
映
像
機
器

一
式

一
時
間

五
一
〇
円

拡
声
機
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
二
本
付
き
）

一
台

一
時
間

五
一
〇
円

ハ
ン
ド
マ
イ
ク

一
個

一
時
間

一
〇
〇
円

天
体
望
遠
鏡

一
台

一
時
間

八
三
〇
円

ス
ポ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ス
コ
ー
プ

一
台

一
時
間

三
一
〇
円

双
眼
鏡

一
個

一
時
間

一
〇
〇
円

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
用
具

一
台
等

一
日
又
は

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

一
時
間

備
考１

「
一
日
」
と
は
、
正
午
か
ら
翌
日
の
正
午
ま
で
を
い
う
。

２

利
用
期
間
又
は
利
用
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
期
間
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
表

又
は
次
項
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
期
間
等
及
び
利
用
期
間
等
に

同
表
又
は
同
項
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
期
間
等
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
又
は
同
項
に
定
め
る
単
位
の
利
用
期
間
等
と
し
て
計
算
す
る
。

３

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
を
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
間
に
限
り
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
一
時
間
に
つ

き
、
百
円
と
す
る
。



三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
号

徳
島
県
立
渦
の
道
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
渦
の
道
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

個

人

団
体
（
二
十
人
以
上
を
い
う
。
）

児
童

一
人
一
回

二
六
〇
円

二
〇
〇
円

生
徒

一
人
一
回

四
一
〇
円

三
三
〇
円

一
般

一
人
一
回

五
一
〇
円

四
一
〇
円

備
考

「
児
童
」
と
は
小
学
校
の
児
童
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
、
「
生
徒
」
と
は
中
学
校
及
び
高
等

学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
、
「
一
般
」
と
は
児
童
及
び
生
徒
以
外
の
者
（
学
齢

に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

勝
浦
川
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

役

員

名

氏

名

住

所

理

事

松

原

薫

徳
島
市
大
谷
町
紅
葉
山
三
○

同

大

木

茂

樹

小
松
島
市
中
田
町
字
狭
間
七



徳
島
県
告
示
第
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

地
区
名

花
園
池
地
区

二

事
業
名

農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
ま
で

四

縦
覧
場
所

三
好
市
役
所



徳
島
県
告
示
第
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

都
市
計
画
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画

２

種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

主
な
計
画
変
更
の
内
容

１

基
本
的
考
え
方
を
変
更
す
る
。

２

都
市
計
画
の
目
標
を
変
更
す
る
。

３

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無
及
び
区
域
区
分
を
定
め
る
方
針
を
変
更
す
る
。

４

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
方
針
を
変
更
す
る
。

三

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

１

追
加
す
る
部
分

な
し

２

削
除
す
る
部
分

な
し

３

変
更
す
る
部
分

な
し

四

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
徳
島
市
企
画
政
策
部
都
市
計
画
課
、
鳴
門
市
都
市
建
設
部
ま
ち

づ
く
り
課
、
小
松
島
市
都
市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
阿
南
市
特
定
事
業
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

、
吉
野
川
市
建
設
部
都
市
計
画
住
宅
課
、
石
井
町
建
設
課
、
松
茂
町
建
設
課
及
び
北
島
町
建
設
課



徳
島
県
告
示
第
百
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

都
市
計
画
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画

２

種
類

市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
の
区
分

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

１

市
街
化
区
域

㈠

追
加
す
る
部
分

市

町

名

大

字

名

字

名

摘

要

東
沖
洲

二
丁
目

一
部

徳
島
市

津
田
海
岸
町

一
部

小
松
島
市

中
田
町

根
井

一
部

㈡

削
除
す
る
部
分

な
し

２

市
街
化
調
整
区
域

㈠

追
加
す
る
部
分

な
し

㈡

削
除
す
る
部
分

１
の
㈠
に
同
じ

三

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
徳
島
市
企
画
政
策
部
都
市
計
画
課
、
鳴
門
市
都
市
建
設
部
ま
ち

づ
く
り
課
、
小
松
島
市
都
市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
阿
南
市
特
定
事
業
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

、
吉
野
川
市
建
設
部
都
市
計
画
住
宅
課
、
石
井
町
建
設
課
、
松
茂
町
建
設
課
及
び
北
島
町
建
設
課



徳
島
県
告
示
第
百
五
号

徳
島
県
駐
車
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
号
）
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

そ
の
一

利
用
料
金
の
額

区

分

単
位

金

額

上
限
額

徳
島

大
型

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

一
、
一
〇
〇
円

－

県
富

自
動

田
浜

車

駐
車
一
時
間
を
超
え
る
時
間

一
時
間

八
五
〇
円

－

第
一

駐
車

普
通

次
の

次
の
場

午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時

二
十
分

一
〇
〇
円

午
前
七
時

場

自
動

期
間

合
を
除

ま
で
の
間

か
ら
午
後

車
並

を
除

く
場
合

七
時
ま
で

び
に

く
期

午
後
七
時
か
ら
翌
日
の
午

三
十
分

一
○
○
円

の
間

五

大
型

間

前
七
時
ま
で
の
間

○
○
円

自
動

二
輪

休
日
の

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

午
後
七
時

車
及

午
前
十

か
ら
翌
日

び
普

時
か
ら

駐
車

午
前
七
時
か
ら
午

二
十
分

一
〇
〇
円

の
午
前
七

通
自

午
後
七

一
時

後
七
時
ま
で
の
間

時
ま
で
の

動
二

時
ま
で

間
を

間

五
○

輪
車

の
間
に

超
え

午
後
七
時
か
ら
翌

三
十
分

一
○
○
円

○
円

入
庫
し

る
時

日
の
午
前
七
時
ま

た
場
合

間

で
の
間

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の
期
間

二
十
分

一
〇
〇
円

－

徳
島

普
通

次
の

次
の
場

午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時

二
十
分

一
〇
〇
円

午
前
七
時

県
富

自
動

期
間

合
を
除

ま
で
の
間

か
ら
午
後

田
浜

車

を
除

く
場
合

七
時
ま
で

第
二

く
期

午
後
七
時
か
ら
翌
日
の
午

三
十
分

一
○
○
円

の
間

六

駐
車

間

前
七
時
ま
で
の
間

○
○
円

場



休
日
の

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

日
曜
日
か

午
前
十

ら
木
曜
日

時
か
ら

駐
車

午
前
七
時
か
ら
午

二
十
分

一
〇
〇
円

ま
で
の
午

午
後
七

一
時

後
七
時
ま
で
の
間

後
七
時
か

時
ま
で

間
を

ら
翌
日
の

の
間
に

超
え

午
後
七
時
か
ら
翌

三
十
分

一
○
○
円

午
前
七
時

入
庫
し

る
時

日
の
午
前
七
時
ま

ま
で
の
間

た
場
合

間

で
の
間

七
○
○

円

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の
期
間

二
十
分

一
〇
〇
円

－

徳
島

普
通

次
の
場
合
を
除

午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時

二
十
分

一
〇
〇
円

午
前
七
時

県
幸

自
動

く
場
合

ま
で
の
間

か
ら
午
後

町
駐

車

七
時
ま
で

車
場

午
後
七
時
か
ら
翌
日
の
午

三
十
分

一
○
○
円

の
間

七

前
七
時
ま
で
の
間

○
○
円

八
月
十
二
日
か

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

午
後
七
時

ら
同
月
十
五
日

か
ら
翌
日

ま
で
の
期
間
を

駐
車

午
前
七
時
か
ら
午

二
十
分

一
〇
〇
円

の
午
前
七

除
く
期
間
の
休

一
時

後
七
時
ま
で
の
間

時
ま
で
の

日
の
午
前
十
時

間
を

間

三
○

か
ら
午
後
七
時

超
え

午
後
七
時
か
ら
翌

三
十
分

一
○
○
円

○
円

ま
で
の
間
に
入

る
時

日
の
午
前
七
時
ま

庫
し
た
場
合

間

で
の
間

そ
の
二

利
用
料
金
の
額

区

分

単
位

金

額

上
限
額

徳
島
県

大
型
自
動

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

一
、
一
〇
〇
円

－

富
田
浜

車

第
一
駐

駐
車
一
時
間
を
超
え
る
時
間

一
時
間

八
五
〇
円

－

車
場

普
通
自
動

次
の

次
の
場
合
を
除
く
場
合

二
十
分

一
〇
〇
円

入
庫
の
時
か
ら

車
並
び
に

期
間

十
二
時
間
ま
で

大
型
自
動

を
除

休
日
の
午

駐
車
一
時

一
時
間

無
料

六
〇
〇
円



二
輪
車
及

く
期

前
十
時
か

間
ま
で

び
普
通
自

間

ら
午
後
七

以
後
の
十
二
時

動
二
輪
車

時
ま
で
の

駐
車
一
時

二
十
分

一
〇
〇
円

間
ま
で
ご
と

間
に
入
庫

間
を
超
え

六
〇
〇
円

し
た
場
合

る
時
間

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま

二
十
分

一
〇
〇
円

－

で
の
期
間

徳
島
県

普
通
自
動

次
の

次
の
場
合
を
除
く
場
合

二
十
分

一
〇
〇
円

入
庫
の
時
か
ら

富
田
浜

車

期
間

十
二
時
間
ま
で

第
二
駐

を
除

休
日
の
午

駐
車
一
時

一
時
間

無
料

七
〇
〇
円

車
場

く
期

前
十
時
か

間
ま
で

間

ら
午
後
七

以
後
の
十
二
時

時
ま
で
の

駐
車
一
時

二
十
分

一
〇
〇
円

間
ま
で
ご
と

間
に
入
庫

間
を
超
え

七
〇
〇
円

し
た
場
合

る
時
間

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま

二
十
分

一
〇
〇
円

－

で
の
期
間

徳
島
県

普
通
自
動

次
の
場
合
を
除
く
場
合

二
十
分

一
〇
〇
円

入
庫
の
時
か
ら

幸
町
駐

車

十
二
時
間
ま
で

車
場

八
月
十
二
日
か
ら
同

駐
車
一
時

一
時
間

無
料

八
○
○
円

月
十
五
日
ま
で
の
期

間
ま
で

間
を
除
く
期
間
の
休

以
後
の
十
二
時

日
の
午
前
十
時
か
ら

駐
車
一
時

二
十
分

一
〇
〇
円

間
ま
で
ご
と

午
後
七
時
ま
で
の
間

間
を
超
え

八
〇
〇
円

に
入
庫
し
た
場
合

る
時
間

備
考１

そ
の
一
及
び
そ
の
二
の
表
に
お
い
て
、
「
大
型
自
動
車
」
と
は
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
（
長
さ
が

五
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ
が
二
・
四
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
幅
が
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
を
除
く
。
）
及
び
大
型
特
殊
自
動
車
を
い
い
、
「
普
通
自
動
車
」
と
は
同
条
に
規
定
す
る
普
通

自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
（
長
さ
が
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ
が
二
・
四
メ
ー
ト
ル
以
下
及

び
幅
が
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
い
い
、
「
大
型
自

動
二
輪
車
」
と
は
同
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
二
輪
車
を
い
い
、
「
普
通
自
動
二
輪
車
」
と
は
同

条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
二
輪
車
を
い
う
。

２

そ
の
一
及
び
そ
の
二
の
表
に
お
い
て
、
「
休
日
」
と
は
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る



法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。

３

利
用
時
間
に
そ
の
一
及
び
そ
の
二
の
表
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当

該
端
数
の
利
用
時
間
は
、
こ
れ
ら
の
表
に
定
め
る
単
位
の
利
用
時
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。

二

適
用

１

令
和
五
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
、
同
日
の
指
定
管
理
者
が
徳
島
県
駐
車
場
に
掲
示
し
て
指
定
す

る
時
刻
（
以
下
「
指
定
時
刻
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
徳
島
県
駐
車
場
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
利
用
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
全
て
の
期
間
を
通
算
し
、
一
の
そ
の
一
の
表
を
適
用
す

る
。

２

令
和
五
年
四
月
一
日
の
午
前
零
時
か
ら
指
定
時
刻
ま
で
の
間
に
開
始
し
、
及
び
終
了
す
る
徳
島
県

駐
車
場
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
一
の
そ
の
一
の
表
を
適
用
す
る
。

３

令
和
五
年
四
月
一
日
の
指
定
時
刻
以
後
に
終
了
す
る
徳
島
県
駐
車
場
の
利
用
（
同
日
の
午
前
零
時

か
ら
指
定
時
刻
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
徳
島
県
駐
車
場
の
利
用
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
の
開
始
か

ら
終
了
ま
で
の
全
て
の
期
間
の
利
用
）
に
つ
い
て
は
、
一
の
そ
の
二
の
表
を
適
用
す
る
。

４

１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
の
利
用
料
金
の
額
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は

、
知
事
と
指
定
管
理
者
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。



徳
島
県
企
業
局
告
示
第
一
号

徳
島
県
駐
車
場
事
業
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
企
業
局
長

板

東

安

彦

一

利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

単
位

金
額

上

限

額

藍
場
町
地
下

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

三
百
円

八
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の

駐
車
場

日
を
除
く
日
の
午
前
七
時
か
ら
午
後
十

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

三
十
分

百
五
十
円

一
時
ま
で

千
円

時
間

松
茂
駐
車
場

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

最
初
の
二
十
四
時
間
ま
で

五
百
円

以
後
の
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と

五
百

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

一
時
間

百
円

円

時
間

備
考１

利
用
時
間
に
、
こ
の
表
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用

時
間
は
、
同
表
に
定
め
る
単
位
の
利
用
時
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
八
時
間
以
上
藍
場
町

地
下
駐
車
場
に
駐
車
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
内
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
六
百
円
と
す
る
。

３

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
療
育
手
帳
（
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
、

児
童
相
談
所
又
は
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
に
お
い
て
知
的
障
害
と
判
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
都

道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
の
長
か
ら
支
給
さ
れ
る
手
帳
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
項
の
記

載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
し
て
い
る
自
動
車
を
駐
車
す
る
場

合
は
、
藍
場
町
地
下
駐
車
場
の
最
初
の
二
時
間
分
の
駐
車
料
金
（
定
期
駐
車
券
に
係
る
料
金
を
除

く
。
）
及
び
松
茂
駐
車
場
の
最
初
の
二
十
四
時
間
分
の
駐
車
料
金
を
無
料
と
す
る
。

二

適
用

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「

対
策
官

別
表
第
一
の
ト
公
安
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

支
援
官

企
画
調
整
官

」

「

企
画
官

研
究
官

「

を

に
、

広
域
捜
査
官

を

対
策
官

」

支
援
官

」

「

「

「

広
域
捜
査
官

首
席
監
察
官

に
、

を
総
括
情
報
官

理
事
官

」

」

局
長

に
改
め
る
。

首
席
監
察
官

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
二
級
の
項
中
「
那
賀
町
平
谷
小
学
校
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
○
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

一
種

一
万
二
千
円

第
二
十
一
条
の
二
中
「
区
分
が
」
の
下
に
「
一
種
を
占
め
る
警
察
職
員
及
び
そ
の
区
分
が
」
を
加
え

る
。第

二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

規
則
六
―
四
二
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
特
別
調
整
額
の
区
分
が
一
種
を
占
め
る
警
察
職
員

第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
警
察
職
員
及
び

同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
二
号

」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四

日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

中
第
二
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

一
種

一
万
千
円

第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
中
第
一
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
を

同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

一
種

六
千
円

第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
中
第
二
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
を

同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

一
種

五
千
五
百
円

附

則

第
一
条
の
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

警
察
本
部
の
部
長

警
察
本
部
の
部
長

二
種

警
察
本
部
の
局
長

警
察
本
部
の
理
事
官

警
察
本
部
の
首
席
参
事
官

警
察
本
部
の
首
席
参

警
察
本
部
の
参
事
官

警
察
本
部
の
参
事
官

首
席
監
察
官

首
席
監
察
官

警
察
学
校
長

別
表
第
一
中

を

警
察
学
校
長

徳
島
中
央
警
察
署
長

徳
島
中
央
警
察
署
長

徳
島
名
西
警
察
署
長

徳
島
名
西
警
察
署
長

徳
島
板
野
警
察
署
長

徳
島
板
野
警
察
署
長

鳴
門
警
察
署
長

鳴
門
警
察
署
長

阿
南
警
察
署
長

阿
南
警
察
署
長

三
好
警
察
署
長

三
好
警
察
署
長

」

一
種

事
官

二
種

に
改
め
、
「
拠
点
整
備
管
理
幹
」
を
削
る
。

」

「

別
表
第
二
の
三
公
安
職
給
料
表
中

９
級

二
種

１
１
１
,
６
０
０
円

」

「



９
級

一
種

１
１
９
,
１
０
０
円

を

に
改
め
る
。

二
種

１
１
１
,
６
０
０
円

」

「

別
表
第
三
の
三
公
安
職
給
料
表
中

９
級

二
種

９
６
,
４
０
０
円

」

「

９
級

一
種

１
０
４
,
８
０
０
円

を

に
改
め
る
。

二
種

９
６
,
４
０
０
円

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
六
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
職
員
（
」
を
「
職
員
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、

そ
の
採
用
が
、
大
学
卒
業
の
日
か
ら
十
六
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も
の
」
を
「
有
す

る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
教
育
委
員
会
の
項
職
の
欄
中
「
健
康
・
食
育
推
進
幹
」
を
「
防
災
・
健
康
食
育
推
進
幹
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
規
則
八
―
一
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
五
号
中
「
二
種
」
を
「
一
種
、
二
種
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
徳
島
海
区
の
う

ち
南
部
海
域
に
お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
（
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の
生
体
及
び

死
骸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

岡

本

彰

一

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
」
と
は
、
和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら

徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
諭
鶴
羽
山
山
頂

と
同
市
沼
島
東
端
と
の
見
通
し
線
以
南
の
水
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域
を
い
う
。

二

採
捕
の
制
限

徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
に
お
い
て
、
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三

に
掲
げ
る
者
が
採
捕
す
る
場
合
で
あ
っ
て
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

四

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

承
認
証
の
携
帯

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

六

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

七

譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
を
譲
渡
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

八

採
捕
報
告
書
の
提
出

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
採
捕
期
間
終
了
後
一
月

以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

十

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号
に
基
づ
く
水
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

野

口

修

司

吉
野
川
水
系

(
吉
野
川
本
流
及
び
そ
の
支
流)

、
徳
島
市
名
東
町
の
地
蔵
院
池
、
那
賀
川
水
系

(

那
賀

川
本
流
及
び
そ
の
支
流)
、
打
樋
川
水
系

(

打
樋
川
本
流
及
び
そ
の
支
流)



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
五
年
度
の
目
標
増
殖
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
か
ら
公
表
す

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日徳

島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

野

口

修

司

免

許

番

号

漁

業

権

者

名

漁
業
の
名
称

増

殖

内

容

備
考

う
な
ぎ
漁
業

一
二
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第

十
四
号

鮎
喰
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

八
〇
、
〇
〇
〇

放

流

尾

あ
ま
ご
漁
業

四
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

五
〇
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第

十
六
号

吉
野
川
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

あ

ゆ
漁
業

八
〇
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

六
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

二
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第

十
八
号

園
瀬
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

一
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

五
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

一
〇
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
一
号

勝
浦
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

四
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

三
〇

内
共
第
二
十
三
号

小
松
島
淡
水
漁
業
協
同
組
合

キ
ロ
グ
ラ
ム

放
流

ふ

な
漁
業

二
〇
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

う
な
ぎ
漁
業

三
〇
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
五
号

那
賀
川
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

あ

ゆ
漁
業

六
〇
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

六
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

七
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
八
号

海
部
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

一
五
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

二
〇
、
〇
〇
〇尾



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
百
七
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
い
（
ま
ご
い

及
び
に
し
き
ご
い
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

た
だ
し
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に
死
亡
し
た
こ
い
を
処
理
す
る
場
合
、

あ
る
い
は
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

野

口

修

司

第
一

指
示
の
内
容

一

持
ち
出
し
の
禁
止

公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病

が
発
生
又
は
発
生
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
徳
島
県
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
当
該
水
域
に
お
い
て

は
、
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
い
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な

い
。こ

の
場
合
、
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
当
該
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

二

放
流
の
禁
止

公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
は
、
こ
い
を
放
流
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
こ
い
を
同
じ
場
所
に
放
流
す
る
場
合
又
は
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

放
流
場
所
が
、
一
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
水
域
で
な
い
こ
と
。

２

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
水
系

(

養
殖
場
及
び

個
人
の
池
を
含
む
。)

に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

３

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
が
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
水
系

(

養
殖
場
及
び

個
人
の
池
を
含
む
。)

に
由
来
す
る
こ
い
と
水
を
介
し
て
の
接
触
が
な
い
こ
と
。

４

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
）
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ

れ
た
こ
い
群
の
個
体
で
あ
る
こ
と
。

第
二

指
示
の
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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